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　令和3年度税制改正において、固定資産税の負担を軽減する特別措置が1年間に限り講じられることとなりまし
た。そこで今回はその内容と固定資産税の基本的な仕組みについてお話していきます。
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　地価の上昇に伴い、令和3年度の固定資産税が令和2年度を上回る場合、すべての土地を対象に令和2年度の税
額と同額に据え置かれます。また、地価の下落で令和2年度を下回る場合は、税額を引き下げます。

2．固定資産税の課税の仕組み
①固定資産税とは
　毎年1月1日に土地、家屋、償却資産を所有している者に対して、土地等の評価額に基づいて市町村（東京都23区
の場合は東京都）が課する税金です。

②固定資産税の計算方法
　固定資産税は下の計算式の通り、所有する固定資産の評価額（課税標準額）に、標準税率となる1.4％を掛けて求
めます。

③固定資産税評価額（課税標準額）について
　固定資産税評価額とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、各市町村が個別に決める評価額のことを
いいます。課税標準額とは、税率をかけて固定資産税を算出する基となる金額で、通常、固定資産税評価額と同一額
となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が
適用される場合は、課税標準額は固定資産税評価額よりも低くなります。

④固定資産の評価替えとは
　土地や家屋の評価額を、3年ごとに見直す制度のことです。全国の土地や家屋の評価額を毎年見直すのは実務上
困難であることなどから、3年間は原則的に据置きとなります。

3．改正の背景
　令和3年はこの評価替えを実施する年度に当たっており、土地の評価額の基準となる公示価格は令和2年1月1日時
点のものとなっています。この令和2年の公示価格は土地が上昇基調を強めていた時のものであり、これに基づいて固
定資産税評価額を算定すると、固定資産税も増加することとなります。今回の改正では新型コロナウイルスの感染拡
大による景気悪化の影響を考慮し、税額が増えるケースでは、1年間の特例として令和2年度と同額に据え置かれま
す。また令和4年度以降は段階的に引き上げられる予定です。

まとめ
　今回の改正とは別に、新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小企業等の令和3年度分の
固定資産税・都市計画税の軽減制度（収入の減少割合によって課税標準額が０または2分の１となる）も実施されてい
ます。固定資産税評価額（課税標準額）は、固定資産税・都市計画税納税通知書に、課税明細書として記載されていま
す。お手元の課税明細書をよく確認してみましょう。

固定資産税＝固定資産税評価額（課税標準額）×標準税率（1.4％）
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